
 

事故米穀影響事業者緊急経営支援の円滑な実施のための第三者中央委員会（第１回）

の概要について 

 

 

１ 日 時 

平成 21年 7月 16日（木）10時～11時 40分 
 

２ 場所 

農林水産省６階 総合食料局特別会議室（千代田区霞ヶ関 1-2-1） 
 

３ 出席者 

（委員）山口委員（座長）、尾﨑委員、加曽利委員、山崎委員 

（農水省）新井食品産業企画課長、中澤食品産業企画課課長補佐（総務班担当）

ほか 

 

４ 議題 

事故米穀影響事業者緊急経営支援事業交付申請に対する確認マニュアルの一部

修正（案）等について 

 

５ 会議経過 

事務局から事故米穀影響事業者緊急経営支援事業実施要領の一部改正に伴う確

認マニュアルの一部修正案の概要について説明した後、各委員による検討が行わ

れた。その結果、一部修正案を確定することとされた。 

また、経営支援をめぐる状況について事務局から説明をした後、各委員による

意見交換が行われた。主な意見としては、「事故米穀の影響で依然として善意の

事業者の経営に影響を与えていることからすれば、現在の支援期間を６か月延長

することは基本的には賛成」、「支援期間を延長する場合であっても今回を最後

とし、さらに延長とならないよう歯止めを掛けるべき」、「延長の期間を行うに

当たっては、支援対象事業者自らも経営努力が行われているかを確認することが

必要」、等が出された。 
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